（設計図書が電子入札システムでダウンロードできない方用）

複写承認申請書兼承認書
年　　月　　日

　「（総合評価）京都市中央斎場整備工事　ただし、火葬炉設備その他改修工事」に係る設計図書等の資料一式を複写する必要がありますので、複写についての承認を申請します。

　　　　　　　　　　　　　（住所又は会社名）

　　　　　　　　　　　　　（申請者氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　上記資料について、申請者が下記により複写することを承認します。
年　　月　　日
京都市行財政局管財契約部契約課長

記

１　複写期間　　　令和８年５月２７日（水）から令和８年８月３日（月）まで（閉庁日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とします。
２　複写場所　　　京都市伏見区竹田久保町２番地の９６－２
ビジネスサービス株式会社（電話０７５－６４５－２２１２）
３　複写費用　　　全額申請者の負担とします。
４　その他　　　複写資料の確認（落丁の有無等）については、申請者の責任において行うものとします。
※　複写する場合は、購入しようとする日までに電話予約をしてください。また、受け渡しは、翌日以降になることがあります。


一般競争入札参加資格確認申請書
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	　　　　年　　　月　　　日

	商号又は名称
	


※　共同企業体の場合は、共同企業体名、代表者である構成員の商号又は名称を記入してください。

　下記の一般競争入札に参加する資格について確認されたく、必要な書類を添えて申請します。
　なお、書類の内容は、事実と相違ありません。
	工事・業務名
	（総合評価）京都市中央斎場整備工事　ただし、火葬炉設備その他改修工事

	提出書類
	・　一般競争入札参加資格確認申請書（この書類）
・　建設業の許可通知書又は許可証明書の写し（共同企業体の場合は、全ての構成員）
・　直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（共同企業体の場合は、全ての構成員）
・　施工実績調書［証明できる書類を添付］
・　技術者配置予定調書［証明できる書類を添付］※　入札公告に記載の人数分まで（共同企業体の場合は、全ての構成員）
・　特定建設工事共同企業体協定書（乙）の写し（該当者のみ）
・　委任状（該当者のみ）
・　返信用封筒（該当者のみ）

	低入札価格調査の対象となった場合
	　調査（調査書類の提出、入札金額が低入札調査基準価格を下回った理由の徴取等）を辞退します。
※　選択した場合は、本市から改めての意向確認は行わず、辞退として扱います。
※　選択しなかった場合は、入札公告に記載した日時までに調査書類又は調査辞退届の提出が必要です。

	連絡先
	担当者名　
電話　　　　　　－　　　　－　　　　　
電話　　　　　　－　　　　－　　　　　　　※　開札時に確実に連絡が取れる電話



※　提出書類の電子データが３ＭＢを超えるため電子入札システムに全てを添付できない場合や、３ＭＢ以下に圧縮すると判読できなくなる場合等は、３ＭＢ以下に収まる書類を電子入札システムに添付し、他の書類を契約課内の「入札資料提出ポスト」に投函してください。

［提出期限］　　令和８年６月１１日（木）午後５時

［主な参加要件］単独又は２ＪＶ又は３ＪＶ／機械器具設置工事業許可／実績

施工実績調書

	商号又は名称
	

	工事名
	

	施工場所
	

	発注者名
	

	契約金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税込）

	工期
	　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	受注形態等
	□　単体　　　　　□　共同企業体（出資比率　　　　％）

	工事概要等
	



※　実績を証明できる次の書類を添付してください。
	入札公告に記載の施工実績に該当することがコリンズ（工事実績情報システム）のみで十分確認できる場合
	・　コリンズの「登録内容確認書」又は発注機関担当者の署名を得た「登録のための確認のお願い」の写し

	入札公告に記載の施工実績に該当することがコリンズ（工事実績情報システム）のみでは十分確認できない場合
	・　コリンズの「登録内容確認書」又は発注機関担当者の署名を得た「登録のための確認のお願い」の写し
・　設計図書等の写し
・　共同企業体協定書（ＪＶの場合）

	コリンズ（工事実績情報システム）に登録せず、又は反映されていない場合
	・　契約書の写し
・　設計図書等の写し
・　共同企業体協定書（ＪＶの場合）



※　建設業法の適用がないもの（小規模修繕等）は、対象外です。




技術者配置予定調書
	商号又は名称
	

	技術者の氏名
	

	従事させる役割
	□　監理技術者　→　監へ
□　監理技術者補佐　→　補（２か所）へ（監理技術者資格があれば監へ）
□　主任技術者　→　主へ（監理技術者資格があれば監へ）
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	技術者が有する資格等
	添付書類（Ａ４判）

	監
	□　監理技術者資格を有する。
	・　監理技術者資格者証（表面・裏面）の写し
※　裏面に講習修了履歴の記載がない場合は、これに加えて監理技術者講習修了証の表面の写し
※　監理技術者資格者証で３か月以上の継続雇用を確認できないときは、３か月以上の継続雇用を確認できる書類（注１）の写し（代表者は不要）

	補
	□　１級技士補資格（１級技術検定の第１次検定合格）を有する。
１級技士補名　
	・　１級技士補（１級の技術検定の第１次検定合格）を証明できる書類（合格証明書等）の写し

	補・主
	□　主任技術者に必要な国家資格、学歴、実務経験を有する。
国家資格名　
指定学科卒業歴　
実務経験　　　　　　　　　年　　か月
	・　主任技術者に必要な国家資格、学歴、実務経験等を証明できる書類（合格証明書、実務経験証明書、卒業証明書等）の写し（注２）
・　３か月以上の継続雇用を確認できる書類（注１）の写し（代表者は不要）
※　主任技術者になり得ることが確認できる範囲で左に記入し、書類を添付してください。



	従事中・従事予定
	工事等名
	

	
	場所
	

	
	発注者名
	

	
	契約金額
	円（税込）

	
	工期等
	　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日
□　　月　　日に検査を終え、手直し指示がなく、後片付けのみ残存
□　　月　　日予定の検査が発注者都合で遅延中

	
	役割
	□　監理技術者　　□　監理技術者補佐　　□　主任技術者

	
	専任／兼任
	□　専任
□　契約金額（税込）が４千５百万円（建築一式工事では９千万円）未満のため兼任予定
□　ＩＣＴを活用した遠隔施工管理（要件あり）による兼任（特例１号）予定
□　監理技術者補佐の専任配置（要件あり）による監理技術者の兼任（特例２号）予定
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


注１　事業所名の記載がある健康保険情報（「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」ＰＤＦ、資格確認書、旧健康保険証の写しに３か月以上継続雇用している旨を補記したもの）（保険者番号・被保険者記号番号等を黒塗り）、住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、源泉徴収票等（事業所名の記載がないなど、１つの書類で十分に確認できない場合は、複数の書類を組み合わせてください。）
注２　資格・学歴等によって必要書類は異なります。主任技術者の要件（国家資格／国家資格＋実務経験年数／指定学科卒＋実務経験年数／実務経験年数）は、国土交通省ホームページ等を御覧ください。
※　法令上、契約金額（税込）４千５百万円（建築一式工事では９千万円）以上では、準備期間、工場製作のみの期間、完成検査後の後片付けのみの期間等を除いて専任が必要です。（ＩＣＴを活用した遠隔施工管理による兼任、監理技術者補佐の専任配置による監理技術者の兼任、ＩＣＴを活用した営業所技術者・特定営業所技術者による兼任、一体性がある工作物等の工事の兼任、密接・近接施工による主任技術者の兼任を除きます。詳細は、国土交通省ホームページ等を御覧ください。）
　　そのため、他の工事等（全ての発注者）への配置状況を本調書及びコリンズで確認しますので、コリンズへの反映が遅れている場合は「登録内容確認書」又は発注機関確認担当者の署名を得た「登録のための確認のお願い」の写しを添付し、民間工事の場合は契約書等を添付してください。（１つの書類で十分に確認できない場合は、複数の書類を組み合わせてください。）


[bookmark: _Hlk184308864]技術者配置予定調書（続き）
	[bookmark: _Hlk148514647]従事中・従事予定
	工事等名
	

	
	場所
	

	
	発注者名
	

	
	契約金額
	円（税込）

	
	工期等
	　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日
□　　月　　日に検査を終え、手直し指示がなく、後片付けのみ残存
□　　月　　日予定の検査が発注者都合で遅延中

	
	役割
	□　監理技術者　　□　監理技術者補佐　　□　主任技術者

	
	専任／兼任
	□　専任
□　契約金額（税込）が４千５百万円（建築一式工事では９千万円）未満のため兼任予定
□　ＩＣＴを活用した遠隔施工管理（要件あり）による兼任（特例１号）予定
□　監理技術者補佐の専任配置（要件あり）による監理技術者の兼任（特例２号）予定
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	従事中・従事予定
	工事等名
	

	
	場所
	

	
	発注者名
	

	
	契約金額
	円（税込）

	
	工期等
	　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日
□　　月　　日に検査を終え、手直し指示がなく、後片付けのみ残存
□　　月　　日予定の検査が発注者都合で遅延中

	
	役割
	□　監理技術者　　□　監理技術者補佐　　□　主任技術者

	
	専任／兼任
	□　専任
□　契約金額（税込）が４千５百万円（建築一式工事では９千万円）未満のため兼任予定
□　ＩＣＴを活用した遠隔施工管理（要件あり）による兼任（特例１号）予定
□　監理技術者補佐の専任配置（要件あり）による監理技術者の兼任（特例２号）予定
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	従事中・従事予定
	工事等名
	

	
	場所
	

	
	発注者名
	

	
	契約金額
	円（税込）

	
	工期等
	　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日
□　　月　　日に検査を終え、手直し指示がなく、後片付けのみ残存
□　　月　　日予定の検査が発注者都合で遅延中

	
	役割
	□　監理技術者　　□　監理技術者補佐　　□　主任技術者

	
	専任／兼任
	□　専任
□　契約金額（税込）が４千５百万円（建築一式工事では９千万円）未満のため兼任予定
□　ＩＣＴを活用した遠隔施工管理（要件あり）による兼任（特例１号）予定
□　監理技術者補佐の専任配置（要件あり）による監理技術者の兼任（特例２号）予定
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



	営業所技術者・特定営業所技術者との兼任
	□　契約金額が４千５百万円（建築一式工事では９千万円）未満で、場所が近接し、常時連絡を取れるため営業所と兼任予定
□　ＩＣＴを活用した遠隔施工管理（要件あり）により営業所と兼任予定





特定建設工事共同企業体協定書（乙）
（目的）
第１条　当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) ○○発注に係る○○建設工事（当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「建設工事」という。）の請負
(2) 前号に附帯する事業
（名称）
第２条　当共同企業体は、○○特定建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を○○市○○区○○町○○番地に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、　　　　年　　月　　日に成立し、建設工事の請負契約の履行後○か月以内を経過するまでの間は、解散することができない。
注　○の部分には、例えば３と記入する。
２　建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の住所及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○府○○市○○区○○町○○番地
○○建設株式会社
○○府○○市○○区○○町○○番地
○○建設株式会社
○○府○○市○○区○○町○○番地
○○建設株式会社
（代表者の名称）
第６条　当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
（代表者の権限等）
第７条　当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、第１条第１号に規定する建設工事が議会の議決を要する契約の場合であって、当該契約が仮契約中に発注者から解除され、当該解除に伴う違約金（以下「仮契約解除に係る違約金」という。）が発生したときは、仮契約解除に係る違約金が発生した原因となる行為を行った構成員が当企業体を代表して、当該仮契約解除に係る違約金を支払うものとする。
（分担工事額）
第８条　各構成員の建設工事の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
　　　○○建築工事　　○○建設株式会社
　　　○○土木工事　　○○建設株式会社
２　前項に規定する分担工事の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるものとする。
（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
（構成員の責任）
第10条　各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。ただし、当該代表者名義以外の者が仮契約解除に係る違約金が発生した原因となる行為を行った構成員である場合は、この限りでない。
（構成員の必要経費の分配）
第12条　構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
（共通費用の分担）
第13条　本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月１回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
（構成員の相互間の責任の分担）
第14条　構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
２　構成員がほかの構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
３　前２項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
４　前３項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
（工事途中における構成員の脱退に対する措置）
第16条　構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
２　前項の場合においては、第14条第２項及び第３項の規定を準用する。
（代表者の変更）
第17条の２　代表者が破産又は解散し、代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、ほかの構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
（解散後のかし担保責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第19条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○建設株式会社ほか○社は、上記のとおり特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が署名又は記名押印し、各自所持するものとする。
　　　　年　　月　　日
○○建設株式会社
代表取締役　○○○○　印
○○建設株式会社
代表取締役　○○○○　印
○○建設株式会社
代表取締役　○○○○　印

